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　宮城県内における2020年の労働災害
は、休業4日以上の全業種の死傷者2,407
人、死亡者15人といずれも2年連続で減少
し、建設業においても死傷者283人（対前
年比△19.6%）、死亡者３人（△57.1％）
と減少しました。
　しかし、21年の建設業では、すでに３人
（５月末時点）の尊い命が失われ、死傷者
122人（対前年同月比＋22%）と増加傾
向にあり、さらなる労働災害防止への取り
組みの強化が急務となっています。
　本年度の安全週間は、「持続可能な安全

管理　未来へつなぐ安全職場」をスローガ
ンとして展開されます。当局おいては、20年
５月から実施している「Safe work 向上宣
言」による事業場における自主的な安全管
理体制の活性化、エイジフレンドリーの取り
組みを促進するほか、建設業で多く発生して
いる墜落・転落災害、車両系建設機械・荷
役機械による重篤な労働災害防止のための
指導を積極的に展開してまいります。
　皆さまにおかれましては、新型コロナ感
染症の感染拡大防止にご留意いただくとと
もに、ゼロ災に向けた労働災害防止の徹
底、時間外労働の上限規制の円滑な施行
に向けた建設業における働き方改革の積
極的な取り組みにより、引き続き、建設業で
働く労働者の安全で健康な職場環境づくり
への一層のご尽力をお願い申し上げます。

全国安全週間は、1928年に初めて実施され
て以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産
業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、
広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を
図ること」を目的に、一度も中断することなく
続けられ、今年で94回目を迎える。
この間、事業場では、労使が協調して労働災
害防止対策が展開されてきた。この努力により
労働災害は長期的には減少しており、2020年の
労働災害による死亡者数は3年連続で過去最少

となる見込みである。
一方、休業4日以上の労働災害による死傷者
数は、高齢者の労働災害、転倒災害や「動作の
反動・無理な動作」による労働災害が年々増加
していることに加え、新型コロナウイルス感染
症の罹患による労働災害の増加により、02年以
降で最多となる見込みである。
このような状況において労働災害を減少させ
るためには、働く高齢者の増加等の就業構造の
変化や新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

伴う社会情勢の変化
等に対応し、将来を
見据えた持続可能な
安全管理を継続して実施していく必要がある。
これにより、全ての働く人が安心して安全に
働くことのできる職場の実現を目指すことを決
意して、21年度全国安全週間は、「持続可能な
安全管理　未来へつなぐ安全職場」のスローガ
ンの下で取り組む。

第94回

本多 信一郎
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宮城労働局労働基準部長

期 間 2021年7月 ～1日木 7日
水

「持続可能な安全管理　未来へつなぐ安全職場」スローガン

2021年度全国安全週間実施要領 ＜建設業における労働災害防止対策＞

①足場等からの墜落・転落防止対策の実施、
手すり先行工法の積極的な採用、改正さ
れた法令に基づくフルハーネス型墜落制
止用器具の積極的な導入と適切な使用
②職長、安全衛生責任者等に対する安全衛

生教育の実施
③元方事業者による統括安全衛生管理 、関
係請負人に対する指導の実施
④建設工事の請負契約における適切な安全
衛生経費の確保

一般事項 主唱者、協賛者の実施事項

　全国安全週間および準備期間中に次の事項を実施す
る 。実施に当たっては、マスク着用、手指消毒、いわ
ゆる「3つの密」を避けるようにするなど、新型コロナ
ウイルス感染症に対する基本的な感染防止対策を徹底
することはもとより、各自治体などの要請等に従う。
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